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（仮称）南相馬市健康づくりトレーニングセンター条例等を 

制定及び関係条例の一部を改正する件について（概要） 

 

１ 設置の目的 

「市民の健康増進、体力の維持向上を図り、もって市民の健全な心身の維持保全

による健康長寿により、地域住民の交流と一体感の醸成に寄与する」ことを目指し、

各世代や各個々人のニーズに応じた、健康づくりや体力向上のためのメニューが実

践できる環境及び多くの市民が気軽に利用できる施設を整備するもの。 

 

２ 施設の概要 

○場  所：千倉体育館（グラウンド）駐車場 

○構  造：鉄骨造 平屋建て 

○建築面積：３５７．２７㎡ 

○延床面積：３４５．８７㎡ 

○竣工時期：令和３年２月２８日 

○開所時期：令和３年４月 １日 

（１）主な施設 

施設区分 設置設備 面積 

トレーニングルーム 

有酸素運動系１１台 

（ランニングマシン等） 

無酸素運動系 ９台 

（筋力トレーニング機器） 

１４０．１㎡ 

更衣室（男） 
コインリターンキーロッカー 36人分 

コインシャワー ３台 
２７．１㎡ 

更衣室（女） 
コインリターンキーロッカー 36人分 

コインシャワー ３台 
２６．１㎡ 

事務室  １７．７㎡ 

相談室  ７．８㎡ 

ホール  ４４．４㎡ 

倉庫  ３．６㎡ 

多目的 WC  ６．０㎡ 

男子 WC  ９．３㎡ 

女子 WC  ９．３㎡ 
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（２）トレーニングマシン等 

機器種類 系統 台数 備考 

ヒップアダプター お尻・太もも １  

レッグエクステンション 太もも １  

レッグカール 太もも １  

アブドミナル お腹 １  

チェストプレス 胸 １  

レッグプレス 太もも・お尻 １  

ショルダープレス 肩 １  

プレステップ 上下肢 １  

ラットプルダウン 広背筋 １  

トレッドミル ランニング ６ 有酸素運動 

フィットネスバイク バイク ２ 有酸素運動 

リカンベントバイク バイク ２ 有酸素運動 

クロストレーナー 脚、腕、全身 １ 有酸素運動 

体組成計 ヘルスチェック １  

自動血圧計 ヘルスチェック １  

ＡＥＤ  １  

ＡＩサーマルカメラ 体温測定 １  
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（３）位置図 

 

（４）配置図 
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３ 条例及び同条例施行規則の概要 

（１）名  称：（仮称）南相馬市健康づくりトレーニングセンター 

（２）位  置：南相馬市鹿島区鹿島字北千倉２４番地の１ 

（３）事業内容（条例第３条） 

① 市民の心身の健康増進や体力維持向上に関すること。 

② 健康づくり、体力づくりを通じた市民相互の交流に関すること。 

③ その他、健康づくりトレーニングセンターの設置の目的を達成するために必

要な事業。 

（４）休所日・開所時間（条例第４条、第５条） 

① 休所日： 

ア 月曜日（休日に当たるときは、その直後の平日） 

イ １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

※指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休所日を定

めることができる。 

② 開所時間：午前９時から午後９時 

ただし、休所日の前日は午前９時から午後５時 

（５）管理の方法（条例第１３条、第２８条） 

原則、指定管理者による管理。指定管理者に代わって市長が管理を行う必要が

生じたときは、市長 

（６）利用料金（条例第２３条） 

① トレーニングルーム利用料金（単位：円） 

区 分 利用料金 

市内に住所を 

有する者 １回券 

中学生 ２００ 

18歳未満及び高校生 ３００ 

18歳以上 ５００ 

回数券（12回） 

中学生 ２，０００ 

18歳未満及び高校生 ３，０００ 

18歳以上 ５，０００ 

回数券（24回） 

中学生 ３，６００ 

18歳未満及び高校生 ５，４００ 

18歳以上 ９，０００ 

市内に住所を 

有しない者 １回券 

中学生 ３００ 

18歳未満及び高校生 ４５０ 

18歳以上 ７５０ 

回数券（12回） 

中学生 ３，０００ 

18歳未満及び高校生 ４，５００ 

18歳以上 ７，５００ 

回数券（24回） 

中学生 ５，４００ 

18歳未満及び高校生 ８，１００ 

18歳以上 １３，５００ 
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備考 

ア 市内に住所を有しない者のうち、市内に勤務先又は通学先を有する場合は、

上記の市内に住所を有する者の区分と同額とする。 

イ 利用１回における利用時間の区分は、それぞれ次のとおりとする。 

(ア) 午前９時から午後０時３０分まで 

(イ) 午後１時３０分から午後５時まで 

(ウ) 午後５時３０分から午後９時まで 

ウ 更衣室の利用を含む。 

エ トレーニングルームを利用する者は中学生以上の者に限る。 

② シャワー室利用料金（単位：円） 

区 分 利用料金 摘 要 

トレーニングルームを利用する者 １００ １回当たりの利用料 

③ 相談室利用料金（単位：円） 

利用料金 摘 要 

１，０００ １回当たりの利用料 

備考 

ア 利用１回における利用時間の区分は、それぞれ次のとおりとする。 

(ア) 午前９時から午後０時３０分まで 

(イ) 午後１時３０分から午後５時まで 

(ウ) 午後５時３０分から午後９時まで 

イ 前項の開所時間における利用は、準備及び後始末の時間を含むものとする。 

ウ 商業宣伝、営利その他これに類する目的をもって利用する場合は、１回当

たりの利用料金に１００分の２００に相当する額を加算する。 

（７）減免及び免除 

① 減免（条例第２５条、施行規則第８条） 

減額条件 減額割合 

国、地方公共団体その他の公共団体が主催し、又は共催

して行う事業及び公共的団体が公共的事業に利用する

とき 

全額 

市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の

長が、園児、児童又は生徒等を対象に利用するとき 

全額 

市が後援する事業に利用するとき 半額 

その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額 

② 免除 

南相馬市障がい者の利用に係る公の施設の使用料又は利用料の免除に関する

条例第２条に免除の対象となるよう施設名を追記。 

（８）施行日（条例附則） 

令和３年４月１日から施行する。 

（９）関係条例等（一部改正） 

南相馬市障がい者の利用に係る公の施設の使用料又は利用料の免除に関する条例 
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４ 運営 

（１）収入（利用料金） 

項目 内訳 金額 備考 

トレーニングルーム 

1 回券 

回数券（12 回） 

回数券（24 回） 

7,600,000 円 

利用見込 

60人／日×26日×

12 月＝18,720 人 

相談室 @1,000×2 件×12 月 24,000 円  

シャワー室 @100×780 人×12 月 936,000 円  

計 8,560,000 円  

（２）支出 

項目 内訳 金額 備考 

人件費 

責任者・管理者 

インストラクター 

補助員２名 

13,600,000 円 

健康運動指導士 

有資格者 

 

光熱水費 

電気 

ガス 

水道 

3,200,000 円 

 

その他管理運営費 

修繕費 

通信運搬費 

保険料 

委託料 

2,300,000 円 

保守等 

計 19,100,000 円  

（３）指定管理費等 

①支出 19,100,000 円－収入 8,560,000 円＝指定管理料 10,540,000 円 

②施設修繕費（10 万円以上の修繕） 500,000 円 

 

５ スケジュール 

①  ７月 ９日 鹿島区地域協議会（諮問） 

②  ７月２１日、２２日 原町区、小高区地域協議会（報告） 

③  ９月定例議会 提案（条例の制定及び一部改正） 

④  ９月２５日～１０月２６日 指定管理者公募 

⑤ １１月１０日 指定管理者候補者プレゼンテーション審査 

⑥ １２月定例議会 提案（指定管理者指定） 

⑦  ４月 １日 開所 
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南相馬市条例第 号 

 

南相馬市健康づくりトレーニングセンター条例（案） 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条第１項

の規定に基づき、市民の健康増進、体力の維持向上を図り、もって市民の健全な心身の

維持保全による健康長寿により、地域住民の交流と一体感の醸成に寄与するため、南相

馬市健康づくりトレーニングセンター（以下「健康づくりトレーニングセンター」とい

う。）を設置する。 

（名称、位置及び施設） 

第２条 健康づくりトレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

(1) 名称 南相馬市健康づくりトレーニングセンター 

(2) 位置 南相馬市鹿島区鹿島字北千倉２４番地の１ 

(3) 施設 トレーニングルーム、相談室、更衣室、シャワー室 

（事業） 

第３条 健康づくりトレーニングセンターは、次に掲げる事業を行う。 

(1) 市民の心身の健康増進や体力維持向上に関すること。 

(2) 健康づくり、体力づくりを通じた市民相互の交流に関すること。 

(3) その他、健康づくりトレーニングセンターの設置の目的を達成するために必要な事

業に関すること。 

（休所日） 

第４条 健康づくりトレーニングセンターの休所日は、次のとおりとする。 

(1) 毎週月曜日。ただし、当該月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８条）に規定する休日のときは、それ以降の最も近い休日、日曜日及び土曜日

でない日 

(2) １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者（法第２４４条の２第３項に規定する指定管理

者をいう。以下同じ。）が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休所日

を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。 

（開所時間） 

第５条 健康づくりトレーニングセンターの開所時間は、午前９時から午後９時までとす

る。ただし、休所日の前日は、午前９時から午後５時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認

を得て、臨時に開所時間を変更することができる。 

（利用の許可） 

第６条 健康づくりトレーニングセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理

者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様と

する。 

２ 指定管理者は、健康づくりトレーニングセンターの管理上必要があると認めるとき

は、前項の許可をする際にその利用についての条件を付することができる。 
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（利用許可の制限） 

第７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、健康づくりトレ

ーニングセンターの利用を許可しないものとする。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(2) 施設又は設備器具（以下「施設等」という。）を損傷するおそれがあるとき。 

(3) その他管理上支障があるとき。 

（物品販売等の許可） 

第８条 健康づくりトレーニングセンターの利用者（以下「利用者」という。）のうち、

健康づくりトレーニングセンターにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、市長の

許可を受けなければならない。 

(1) 物品の販売その他これに類する行為 

(2) 寄附の勧誘 

(3) 広告物の掲示及び配布 

(4) その他健康づくりトレーニングセンターの目的外利用に関する行為 

（目的外利用の禁止） 

第９条 利用者は、健康づくりトレーニングセンターの利用の許可を受けた目的以外に利

用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（利用許可の取消し等） 

第１０条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用

の許可の条件を変更し、利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。 

(1) 法令に違反する行為を行ったとき。 

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(3) 利用の目的が第７条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当する理由が

発生したとき。 

２ 前項の規定により、利用者が損害を受けることがあっても、市及び指定管理者はその

責めを負わない。 

（原状回復の義務） 

第１１条 利用者は、健康づくりトレーニングセンターの利用が終了したとき、又は前条

の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設

等を原状に回復しなければならない。 

２ 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者又は市においてこれ

を執行し、その費用を利用者から徴収することができる。 

（損害賠償） 

第１２条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により施設若しくは設備等を毀損し、

又は滅失したときは、それによって生じた損害額を市に賠償し、又はこれを原状に回復

しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでな

い。 

（指定管理者による管理） 

第１３条 市長は、指定管理者に健康づくりトレーニングセンターの管理を行わせるもの

とする。 
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（指定管理者の公募） 

第１４条 市長は、指定管理者に健康づくりトレーニングセンターの管理を行わせようと

するときには規則で定める事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人そ

の他の団体（以下「団体」という。）を公募しなければならない。ただし、健康づくり

トレーニングセンターの適正な管理を確保するため市長が特に認めたときは、この限り

でない。 

（指定管理者の業務の範囲） 

第１５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 健康づくりトレーニングセンターの管理及び運営に関する業務 

(2) 第３条各号に掲げる事業に関する業務 

(3) 健康づくりトレーニングセンターの利用許可等に関する業務 

(4) 利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に関する業務 

(5) 利用料金の減額及び免除に関する業務 

(6) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりトレーニングセンターの管理運営上市長が

必要と認める業務 

（指定管理者の指定の手続） 

第１６条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に規則で定める書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、南相馬市指定管理者選定審査委員会におい

て、次に掲げる基準を総合的に審査し、最も適切な管理を行うことができると認める団

体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものと

する。 

(1) 市民の平等な利用を確保することができるものであること。 

(2) サービスの向上を図ることができるものであること。 

(3) 健康づくりトレーニングセンターの管理に係る経費の縮減を図ることができるもの

であること。 

(4) 健康づくりトレーニングセンターの管理を安定して行うための物的能力及び人的能

力を有するものであること。 

(5) 地域住民、団体や行政との連携を図ることができるものであること。 

(6) 業務上知り得た個人情報（南相馬市個人情報保護条例（平成１８年南相馬市条例第

２３号）第２条第１号で規定する個人情報。以下同じ。）を漏らし、又は不当な目的

に使用しない体制が整備されているものであること。 

(7) その他公の施設の性質又は目的に応じて市長が定める基準。 

（指定管理者の指定等の公告） 

第１７条 市長は、前条の規定により指定管理者を指定したとき、又は第２２条第１項の

規定により、指定の取消し若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止

を命じたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 

（管理の基準） 

第１８条 指定管理者は、次に掲げる基準により、健康づくりトレーニングセンターの管

理に関する業務を行わなければならない。 
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(1) この条例の規定を遵守し、適正な健康づくりトレーニングセンターの運営を行う

こと。 

(2) 利用者に対して公平かつ適切にサービスの提供を行うこと。 

(3) 個人情報の漏えいの防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を

講ずること。 

(4) 施設等の維持管理を適切に行うこと。 

（協定の締結） 

第１９条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と健康づくりトレーニングセンターの

管理に関し、規則で定める事項を記載した協定を締結しなければならない。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第２０条 指定管理者は、毎年度終了後６０日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報

告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第２２条

第１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して６０

日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項 

(2) 利用料金の収入の実績に関する事項 

(3) 管理経費の収支状況に関する事項 

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者による健康づくりトレーニングセンターの

管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項 

（業務報告の聴取等） 

第２１条 市長は、健康づくりトレーニングセンターの管理の適正を期するため必要と認

めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、

実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。 

（指定の取消し等） 

第２２条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又はその他指定管理者の責

めに帰すべき理由により当該指定管理者による健康づくりトレーニングセンターの管理

を継続できないと認めるときは、その指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは

一部の停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管

理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。 

（利用料金の納付等） 

第２３条 利用者は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。 

２ 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承

認を得て定めるものとする。 

３ 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、後

納とすることができる。 

（利用料金の収入） 

第２４条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。 

（利用料金の減免） 
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第２５条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、収受する利用料金を減額し、又は免

除することができる。 

（利用料金の不返還） 

第２６条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認

めるときは、その利用料金の全部又は一部を返還することができる。 

（指定管理者が行う個人情報の取扱い等） 

第２７条 指定管理者及び健康づくりトレーニングセンターの管理の業務に従事している

者（以下「従事者」という。）は、南相馬市個人情報保護条例第１０条に規定する受託

者等の責務を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、健康づくり

トレーニングセンターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため

に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消さ

れ、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。 

（市長による管理） 

第２８条 第４条から第７条まで、第１０条から第１２条まで、第２３条、第２５条、第

２６条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市長が健康づくりトレーニングセン

ターの管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、これらの規

定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第４条中「指定管理者（法第２４４条の２

第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）が、特に必要と認めるときは、市長

の承認を得て」とあるのは「市長が特に必要と認めるときは」と、第５条中「指定管理

者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長が特に必要と認め

るときは」と、第６条、第７条及び第１０条第１項中「指定管理者」とあるのは「市

長」と、第１０条第２項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、第１１条第２項

中「指定管理者又は市」とあるのは「市」と、第１２条中「指定管理者及び利用者」と

あるのは「利用者」と、第２３条第１項及び第３項中「指定管理者」とあるのは「市

長」と、同条第２項中「金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定めるものとする」とあるのは「額とする」と、第２５条及び第２６条中「指定管

理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第２９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規

則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和 年 月 日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ 健康づくりトレーニングセンターの利用に係る募集、申請その他利用のために必要な

準備行為及び指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の施行前においても、

この条例の例により行うことができる。 
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別表(第２３条関係) 

１ トレーニングルーム利用料金 

区分 利用料金 

（単位：円） 

市内に住所を有する者 

１回券 

中学生 ２００ 

18歳未満及び高校生 ３００ 

18歳以上 ５００ 

回数券（12回） 

中学生 ２，０００ 

18歳未満及び高校生 ３，０００ 

18歳以上 ５，０００ 

回数券（24回） 

中学生 ３，６００ 

18歳未満及び高校生 ５，４００ 

18歳以上 ９，０００ 

市内に住所を有しない者 

１回券 

中学生 ３００ 

18歳未満及び高校生 ４５０ 

18歳以上 ７５０ 

回数券（12回） 

中学生 ３，０００ 

18歳未満及び高校生 ４，５００ 

18歳以上 ７，５００ 

回数券（24回） 

中学生 ５，４００ 

18歳未満及び高校生 ８，１００ 

18歳以上 １３，５００ 

備考 

１ 市内に住所を有しない者のうち、市内に勤務先又は通学先を有する場合は、上

記の市内に住所を有する者の区分と同額とする。 

２ 利用１回における利用時間の区分は、それぞれ次のとおりとする。 

(1) 午前 9時から午後 0時 30分まで 

(2) 午後 1時 30分から午後 5時まで 

(3) 午後 5時 30分から午後 9時まで 

３ 更衣室の利用を含む。 

４ トレーニングルームを利用する者は中学生以上の者に限る。 

２ シャワー室利用料金 

区 分 利用料金 摘 要 

トレーニングルームを利用する者 １００円 １回当たりの利用料 

３ 相談室利用料金 

利用料金 摘 要 

１，０００円 １回当たりの利用料 

備考 

１ 利用１回における利用時間の区分は、それぞれ次のとおりとする。 

(1) 午前 9時から午後 0時 30分まで 
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(2) 午後 1時 30分から午後 5時まで 

(3) 午後 5時 30分から午後 9時まで 

２ 前項の開所時間における利用は、準備及び後始末の時間を含むものとする。 

３ 商業宣伝、営利その他これに類する目的をもって利用する場合は、１回当たりの利

用料金に１００分の２００に相当する額を加算する。 
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南相馬市健康づくりトレーニングセンター条例施行規則（案） 

令和 年 月 日 規則第  号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、南相馬市健康づくりトレーニングセンター条例（令和 年南相馬市条

例第  号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用許可の申請等） 

第２条 条例第６条第１項の規定により、南相馬市健康づくりトレーニングセンター（以下

「健康づくりとレーニングセンター」という。）の利用許可を受けようとする者は、事前

に健康づくりトレーニングセンター利用許可（変更承認・取消承認・利用料金減免）申請

書（様式第１号。以下「利用許可等申請書」という。）を指定管理者（地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）

に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書は、利用しようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、

指定管理者においてやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

３ 指定管理者は、健康づくりトレーニングセンターの利用許可の申請について、当該施設

を利用しようとする日の属する月の１月前の初日（１月にあっては、４日）から、別に定

める方法によりその予約の受付を行い、最も早く予約をした者を予約申請者に決定するも

のとする。ただし、指定管理者においてやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で、健康づくりトレーニ

ングセンターの管理運営上支障がないと指定管理者が認めるときは、前項に定める期間の

前においても利用の申請をすることができる。 

 (1) 市が、主催又は共催する事業で利用するとき。 

 (2) 指定管理者が、主催又は共催する事業で利用するとき。 

 (3) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。 

５ 健康づくりトレーニングセンターを個人で利用する場合（以下「個人利用」という。）

は、前各項の規定にかかわらず、第３条の登録をもって利用の申請をしたものとする。 

（登録） 

第３条 前条第５項の個人利用にあたっては、利用当日若しくは利用しようとする日の前日

までに指定管理者に登録をしなければならない。 

２ 前項に該当する者は、指定管理者に南相馬市健康づくりトレーニングセンター個人利用

（登録・変更・中止）申請書（様式第２号）を提出しなければならない。 

３ 指定管理者は、前項の申請があったときは、審査の上、南相馬市健康づくりトレーニン

グセンター個人利用登録証（様式第３号。以下「登録証」という。）を交付するものとす

る。 

（利用許可書の交付） 

第４条 指定管理者は、第２条第１項から第４項の規定による利用許可等申請書の提出があ

った場合において、その利用を許可するときは、健康づくりトレーニングセンター利用許

可（変更承認・取消承認・利用料金減免決定）書（様式第４号）を交付し、許可しないと
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きはその旨を申請者に通知するものとする。 

２ 健康づくりトレーニングセンターを個人で利用しようとする場合は、条例別表に掲げる

利用料金を納め、第３条第３項に規定する登録証を提示し、指定管理者が利用承諾するこ

とにより、前項の利用許可証を交付したものとする。 

（物品販売等の許可の申請） 

第５条 条例第８条の規定により、同条各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、健

康づくりトレーニングセンター物品販売等許可申請書（様式第５号。以下「物品販売等許

可申請書」）という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の物品販売等許可申請書の提出があった場合において、その販売等を許可

するときは、健康づくりトレーニングセンター物品販売等許可書（様式第６号）を交付し、

許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。 

（利用許可の取消し等） 

第６条 指定管理者は、条例第１０条第１項の規定により、利用の許可を取り消し、又は利

用を制限し、若しくは停止するときは、健康づくりトレーニングセンター利用（取消・制

限・停止）決定書（様式第７号）により通知するものとする。 

 （利用料金の納入） 

第７条 条例第２３条に規定する利用料金は、利用許可を受けると同時に納入しなければな

らない。利用許可を受けた後に内容を変更し、利用料金を追加納入する場合も同様とする。 

 （利用料金の減免その他の手続） 

第８条 条例第２５条の規定による利用料金の減額又は免除は、次に掲げるところによる。 

 (1) 国、地方公共団体その他の公共団体が主催し、又は共催して行う事業又は公共的団体が

公共的事業に利用するとき 全額 

 (2) 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の長が、園児、児童又は生徒等を

対象に利用するとき 全額 

 (3) 市が後援する事業に利用するとき 半額 

 (4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額 

２ 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用許可等申請書を

指定管理者に提出しなければならない。 

 （利用料金の返還） 

第９条 条例第２６条ただし書の規定により、利用料金を返還する場合は、次の各号に掲げ

る場合とし、返還する額はそれぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1) 指定管理者において施設の管理上必要が生じたことにより利用の許可を取り消したと

き 既納の利用料金の全額 

 (2) 利用者の責によらない理由により施設を利用できないとき 指定管理者が市長と協議

して定める額 

 (3) 利用開始の日前１０日までに利用の取り消しについて申請があり、指定管理者の承認を

受けたと 全額 

 (4) 利用開始の日前１０日までに許可事項の変更の申請があり、指定管理者の承認を受けた
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とき 変更部分に相当する額 

２ 前項の規定により、利用料金の返還を受けようとする者は、健康づくりトレーニングセ

ンター利用料金返還申請書（様式第８号）を指定管理者に提出しなければならない。 

 （利用者の遵守事項） 

第１０条 利用者は、次の事項を守らなければならない。 

(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷しないこと。 

(2) 施設内の清潔及び整理整とんを保持すること。 

(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。 

 (4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。 

 (5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人の迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。 

２ 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反すると認められるときは、利用を禁止し、又

はその行為を停めるよう指示し、これに従わないときは退場を命ずることができる。 

 （損傷等の届出） 

第１１条 利用者は、施設若しくは設備等を毀損し、又は滅失したときは、速やかに指定管

理者に届け出て、その指示に従わなければならない。 

 （公募に明示する事項） 

第１２条 市長は、条例第１４条の規定により指定管理者の公募を行う場合は、次に掲げる

事項をあらかじめ明示するものとする。 

 (1) 健康づくりトレーニングセンターの概要 

 (2) 指定管理者が行う管理の基準 

 (3) 指定管理者が行う業務の範囲及び具体的内容 

 (4) 指定の期間 

 (5) 利用料金に関する事項 

 (6) 市が支払うべき管理の費用（以下「指定管理料」という。）に関する事項 

 (7) 申請者の資格要件 

 (8) 申請方法及び選定の基準 

 (9) その他市長が必要と認める事項 

 （指定申請書の提出等） 

第１３条 条例第１６条第１項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、指

定管理者指定申請書（様式第９号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書 

(2) 定款、規約その他これらに類する書類 

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの 

(4) 団体の経営状況等を説明する書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（選定結果の通知） 
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第１４条 市長は、条例第１６条第２項の規定により、指定管理者の候補者を選定したとき

は、速やかに選定結果を申請団体に通知するものとする。 

（協定書に定める事項） 

第１５条 条例第１９条の規定により協定で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 指定の期間に関する事項 

(2) 健康づくりトレーニングセンターの管理に関する事項 

(3) 利用料金に関する事項 

(4) 指定管理料に関する事項 

(5) 事業報告に関する事項 

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

(7) 管理の業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項 

(8) 管理の業務に関し保有する情報の公開に関する事項 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （市長による管理） 

第１６条 第２条、第３条、第４条、第６条から第１１条まで、様式第１号、様式第２号、

様式第３号、様式第４号、様式第７号及び様式第８号の規定は、指定管理者に代わって、

市長が健康づくりトレーニングセンターの管理を行う必要が生じた場合について準用する。

この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第２条第１項

中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「健康づくりトレーニングセンター利用許可

（変更承認・取消承認・使用料金減免）申請書（様式第１号。以下「利用許可等申請書」

という。）」とあるのは、「健康づくりトレーニングセンター使用許可（変更承認・取消

承認・使用料減免）申請書（様式第１号。以下「使用許可等申請書」という。）と、「指

定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定

管理者をいう。以下同じ。）」とあるのは「市長」と、第３条第１項中「指定管理者」と

あるのは「市長」と、同条第２項中「健康づくりトレーニングセンター個人利用（登録・

変更・中止）申請書（様式第２号）」とあるのは「健康づくりトレーニングセンター個人

使用（登録・変更・中止）申請書（様式第２号）」と、同条第３項中「指定管理者」とあ

るのは「市長」と、「南相馬市健康づくりトレーニングセンター個人利用登録証（様式第

３号。以下「登録証」という。）」とあるのは「南相馬市健康づくりトレーニングセンタ

ー個人使用登録証（様式第３号。以下「登録証」という。）」と、第４条第1項中「指定管

理者」とあるのは「市長」と、「使用許可等申請書」とあるのは「利用許可等申請書」と、

「利用を許可」とあるのは「使用を許可」と、「健康づくりトレーニングセンター利用許

可（変更承認・取消承認・利用料金減免決定）書」とあるのは「健康づくりトレーニング

センター使用許可（変更承認・取消承認・使用料減免決定）書」と、同条第２項中「利用

料金」とあるのは「使用料金」と、「指定管理者が利用承諾」とあるのは「市長が使用承

諾」と、「利用許可証」とあるのは「使用許可証」と、第６条中「指定管理者」とあるの

は「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、「健康づくりトレーニングセンター利用

（取消・制限・停止）決定書」とあるのは「健康づくりトレーニングセンター使用（取消・
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制限・停止）決定書」と、第８条第２項中「使用許可等申請書」とあるのは「利用許可等

申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第９条第１項第１号中「指定管理者」

とあるのは「市」と、「利用」とあるのは「使用」と、同項第２号中「指定管理者が市長

と協議して定める額」とあるのは「市長が定める額」と、同項第４号中「指定管理者」と

あるのは「市長」と、同条第２項中「健康づくりトレーニングセンター利用料金返還申請

書」とあるのは「健康づくりトレーニングセンター使用料返還申請書」と、第１０条中「利

用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第１１条中「利用」

とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第１号中「健康づく

りトレーニングセンター利用許可（変更承認・取消承認・利用料金減免）申請書」とある

のは「健康づくりトレーニングセンター使用許可（変更承認・取消承認・使用料金減免）

申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第２号中「健康づくりトレーニ

ングセンター個人利用（登録・変更・中止）申請書」とあるのは「健康づくりトレーニン

グセンター個人使用（登録・変更・中止）と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、様

式第３号中「健康づくりトレーニングセンター個人利用登録証」とあるのは「健康づくり

トレーニングセンター個人使用登録証」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式

第４号中「健康づくりトレーニングセンター利用許可（変更承認・取消承認・利用料金減

免決定）書」とあるのは「健康づくりトレーニングセンター使用許可（変更承認・取消承

認・使用料金減免決定）書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第７号中「健

康づくりトレーニングセンター利用（取消・制限・停止）決定書」とあるのは「健康づく

りトレーニングセンター使用（取消・制限・停止）決定書」と、「指定管理者」とあるの

は「市長」と、様式第８号中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替える。 

（その他） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、健康づくりトレーニングセンターの管理その他条

例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和 年 月 日から施行する。 
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様式第１号（第２条、第 条関係） 

 

                               年  月  日 

 

南相馬市健康づくりトレーニングセンター利用許可 

（変更承認・取消承認・利用料金減免）申請書 

 

 指定管理者 

 

                  申請者住所 

                  氏   名 

                  所属団体名 

                  代表者氏名 

                  連 絡 先  電話番号   － 

 

 次のとおり、（利用・変更・取消）したいので申請いたします。 

 ※太線の中のみご記入願います。 

利 用 目 的  

利 用 施 設 

（○で囲んでください。） 
・トレーニング室 ・相談室 ・更衣室 ・シャワー室 

利 用 者 人 数 
市内 中学生  人、高校生  人、大人  人 

市外 中学生  人、高校生  人、大人  人 計  人 

利 用 年 月 日 

及 び 利 用 時 間 

  月  日 午前・午後 時 分～ 午前・午後 時 分 

  月  日 午前・午後 時 分～ 午前・午後 時 分 

  月  日 午前・午後 時 分～ 午前・午後 時 分 

利用料金 
 

      円 

減免後の 

利用料金 

 

      円 

納入 

月日 
・  ・ 

  

上記施設の使用について、次の理由により利用料金の減免を申請します。 

利用料金減免の理由 

 

（該当するものを○

で囲んでください。） 

健康づくりトレーニングセンター施行規則第７条各号によるもの 

・公共団体が公共的事業に利用するとき 

・市内の児童生徒が教育活動として利用するとき 

・市が後援する事業に利用するとき 

・市長が特に必要と認めるとき 

利用料金 減免の根拠 減免率 減免金額 減免後の利用料金 

 

      円 

 

      円 

      

１００ 

 

      円 

 

        円 

 備考 利用許可の変更・取消承認申請を行う場合は、利用許可書を添付のこと。 
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様式第２号（第３条関係） 

                               年  月  日 

 

南相馬市健康づくりトレーニングセンター個人利用 

（登録・変更・中止）申請書 

 

  指定管理者 

 

 南相馬市健康づくりトレーニングセンターの個人利用について（登録・変更・中止）した

いので、次のとおり申請します。 

登 録 区 分 

（○をつけてください） 
市内在住   市 外   在 勤  在 学    障がい者 

ふ り が な 

氏     名 

                  

                 ㊞ 
性別 男 ・ 女 

生 年 月 日 
大正 昭和 平成  西暦 

               年    月    日 

住     所 
〒    － 

 

電 話 番 号 
自宅電話：      （     ） 

携  帯：      －      － 

在
勤
の
み
記
入 

勤 務 先 名 

勤務先住所 

 

電話番号（勤務先） 

 

〒 

   福島県南相馬市    区   

         （      ） 

在
学
の
み
記
入 

学 校 名 

学 校 所 在 

 

電話番号（学校） 

 

〒 

   福島県南相馬市    区   

         （      ） 

メールアドレス           ＠ 

 ※変更申請の場合は、変更する部分を赤書きしてください。 

 

 ※以下記入不要（職員記入欄） 

確 認 欄 
・運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証 

・社員・学生証・身体障がい者手帳 ・その他（        ） 

個人登録番号  カード番号 ※事務処理上必要な場合 

 （写真のない身分証は、２点以上で確認すること） 
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様式第３号（第３条関係） 

                               年   月   日 

南相馬市健康づくりトレーニングセンター個人利用登録証 

登 録 番 号  

氏     名  

ふ り が な  

性     別  

生 年 月 日  

住     所 
〒    － 

 

電 話 番 号 
自宅電話： 

携帯電話： 

メールアドレス  

勤  務  先 

会 社 名： 

所 在 地：〒   － 

      福島県南相馬市   区   

電話番号： 

通  学  先 

学 校 名： 

所 在 地：〒   － 

      福島県南相馬市   区   

電話番号： 

有 効 期 限  

※上記のとおり、登録があることを証明します。 
 
１ 利用の際は、必ず登録カードを提示すること。 

２ 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。 

３ 許可を得ないで火気を使用しないこと。 

４ 施設内は、全て禁煙です。 

５ 施設及び附属設備等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。 

６ 所定の場所以外での飲食はしないこと。 

７ 利用許可を受けない施設を使用しないこと。 

８ 利用許可を得ないで、健康づくりトレーニングセンターの建物及び施設内での物品販売や寄附

の勧誘を行わないこと。 

９ 事前に非常口及び避難経路を確認すること。 

10 非常口、消火設備の周辺に物を置かないこと。 

11 その他係員の指示に従うこと。 

 
                      指定管理者          印 
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様式第３号（第３条関係） 

 

南相馬市健康づくりトレーニングセンター個人利用登録証（登録カード） 

 
 

 
南相馬市健康づくりトレーニングセンター 
個 人 利 用 登 録 証（ 登 録 カ ー ド ） 

 
 登録番号  
 
 氏  名  

 
 
 
                       指定管理者     印 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（写真） 
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様式第４号（第４条関係） 

 

                                第      号 

                                年   月  日 

 

健康づくりトレーニングセンター利用許可（変更承認・取消承認・利用料金減免決定）書 

 

                      住所 

                      氏名              様 

 

 年 月 日付けで申請のあった健康づくりトレーニングセンターの利用（利用変更・利用

取消）については、次のとおり許可（承認）します。 

許可条件 

利 用 目 的  

利 用 施 設 

（○で囲んでください。） 
・トレーニング室 ・相談室 ・更衣室 ・シャワー室 

利 用 者 人 数 大人   人   子供   人   計   人 

利 用 年 月 日 

及 び 利 用 時 間 

  月  日 午前・午後 時 分～ 午前・午後 時 分 

月  日 午前・午後 時 分～ 午前・午後 時 分 

月  日 午前・午後 時 分～ 午前・午後 時 分 

利用料金 
 

      円 

減免後の 

利用料金 

 

      円 

納入 

月日 
・  ・ 

 １ 利用の際は、この許可証を提示すること。 

 ２ 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。 

 ３ 収容人数を超えて入場させないこと。 

 ４ 許可を得ないで火気を使用しないこと。 

 ５ 施設及び附属設備等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。 

 ６ 所定の場所以外での飲食及び喫煙はしないこと。 

 ７ 利用許可を受けない施設を使用しないこと。 

８ 利用許可を得ないで、健康づくりトレーニングセンターの建物及び施設内での物品販

売や寄附の勧誘を行わないこと。 

 ９ 事前に非常口及び避難経路を確認し非常の際、入場者を安全に避難誘導すること。 

 10 入場者の安全確保に十分配慮すること。 

 11 非常口、消火設備の周辺に物を置かないこと。 

 12 その他係員の指示に従うこと。 

 

                      指定管理者          印 

 



資料1-3 

様式第５号（第５条関係） 

                                 年  月  日 

 

健康づくりトレーニングセンター物品販売等許可申請書 

 

 南相馬市長 

 

                      住  所 

                      氏  名 

                      電話番号 

 

 次のとおり、健康づくりトレーニングセンターにおいて物品販売等の行為をしたいので申

請します。 

事業(催事)名称 
 

 

利 用 施 設 名 
 

 

目

的

外

利

用

の

行

為 

利用日時 
自：  年  月  日（ 曜日）      時  分 から 

至：  年  月  日（ 曜日）      時  分 まで 

行為場所 
 

 

行為目的 
 

 

行為責任者 

住所 

氏名 

行為内容 
 

 

備 考 
 

 

 備考 健康づくりトレーニングセンター利用許可（変更承認・取消承認・利用料金減免決 

定）書を添付してください。 

 

 

 

 

 



資料1-3 

様式第６号（第５条関係） 

                                 第     号 

年  月  日 

 

健康づくりトレーニングセンター物品販売等許可書 

 

 住所 

 氏名 

 

                     南相馬市長            印 

 

  年 月 日付けで申請のあった健康づくりトレーニングセンターにおける物品販売等に

ついては、次のとおり許可します。 

事業(催事)名称 
 

 

利 用 施 設 名 
 

 

目

的

外

利

用

の

行

為 

利用日時 
自：  年  月  日（ 曜日）      時  分 から 

至：  年  月  日（ 曜日）      時  分 まで 

行為場所 
 

 

行為目的 
 

 

 

行為責任者 

 

住所 

氏名 

行為内容 
 

 

備 考 
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様式第７号（第６条関係） 

                                 第     号 

年  月  日 

 

健康づくりトレーニングセンター利用（取消・制限・停止）決定書 

 

 住所 

 氏名 

 

                     指定管理者          印 

 

 次のとおり、健康づくりトレーニングセンターの利用（取消・制限・停止）を決定します。 

申 請 年 月 日 年  月  日 許可年月日 年  月  日 

利 用 目 的  
 

 

利 用 施 設  
 

 

許可を受けた内容 

自：  年  月  日（ 曜日）      時  分 から 

至：  年  月  日（ 曜日）      時  分 まで 

自：  年  月  日（ 曜日）      時  分 から 

至：  年  月  日（ 曜日）      時  分 まで 

自：  年  月  日（ 曜日）      時  分 から 

至：  年  月  日（ 曜日）      時  分 まで 

取消・制限・停止 

の 理 由 

 

利 用 料 金                                               円 

（教示） 

 １ この処分について不服がある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、南相馬市長に対して審査請求をすることができます。 

 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分のあったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、南相馬市を被告として（訴訟において市を代表する者は南相馬市長となります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取

消しの訴えは、その審査請求に対する裁判があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内で

提起することができます。 

 ３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する

裁判）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求することや処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審

査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した

後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 
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様式第８号（第９条関係） 

年  月  日 

 

健康づくりトレーニングセンター利用料金返還申請書 

 

 指定管理者 

 

                     住  所 

                     氏  名 

                     電話番号 

 

 次のとおり、健康づくりトレーニングセンターの利用料金の返還を申請します。 

申 請 年 月 日 年  月  日 許可年月日 年  月  日 

利 用 目 的  
 

利 用 施 設  
 

許可を受けた内容 

自：  年  月  日（ 曜日）      時  分 から 

至：  年  月  日（ 曜日）      時  分 まで 

自：  年  月  日（ 曜日）      時  分 から 

至：  年  月  日（ 曜日）      時  分 まで 

自：  年  月  日（ 曜日）      時  分 から 

至：  年  月  日（ 曜日）      時  分 まで 

変 更 

(取消) 

の内容 

変更前  

変更後  

変更(取消)の理由  

利 用 料 金                                               円 

既納利用料金                         円 

変更後利用料金                        円 

返 還 額 計                         円 

備 考  

 １ 利用許可書を添付してください。 

 ２ 太枠の中のみご記入願います。 
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様式第９号（第１３条関係） 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 

 

                              年   月   日 

 

 南相馬市長 

 

                  所 在 地 

                  団 体 名 

                  代表者氏名 

 

 

 南相馬市健康づくりトレーニングセンター条例第１６条第１項の規定に基づき、南相馬市

健康づくりトレーニングセンターの指定管理者の指定を受けたいので、次の書類を添えて申

請します。 

 

（添付書類） 

１ 管理に関する業務の事業計画書及び収支予算書 

２ 定款、規約その他これに類する書類 

３ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの 

４ 団体の経営状況等を説明する書類 

５ その他市長が必要と認める書類 
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南相馬市障がい者の利用に係る公の施設の使用料又は利用料金の免除に関する条例（平成１

８年南相馬市条例第１２３号）新旧対照表（案） 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

公の施設（名称） 使用料又は利用料金 

（略） （略） 

（仮称）南相馬市健

康づくりトレーニン

グセンター 

南相馬市健康づくりト

レーニングセンター条

例（令和2年南相馬市条

例第●●号）第23条に

規定する利用料金 
 

公の施設（名称） 使用料又は利用料金 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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1/6 

○南相馬市障がい者の利用に係る公の施設の使用料又は利用料金の免除に関する条例 

平成１８年１月１日 

条例第１２３号 

改正 平成１９年３月２６日条例第２号 

平成１９年３月２９日条例第４号 

平成１９年３月２９日条例第１８号 

平成１９年９月２８日条例第３０号 

平成１９年９月２８日条例第３１号 

平成２０年１０月１０日条例第３７号 

平成２０年１０月１０日条例第３８号 

平成２０年１０月１０日条例第３９号 

平成２０年１０月１０日条例第４０号 

平成２０年１２月１９日条例第５６号 

平成２１年９月３０日条例第３２号 

平成２３年１２月２８日条例第２８号 

平成２４年３月２８日条例第１１号 

平成２４年１２月２０日条例第３９号 

平成２５年３月２７日条例第２１号 

平成２５年８月８日条例第３５号 

平成２６年３月２８日条例第１４号 

平成２６年６月３０日条例第１８号 

平成２６年９月３０日条例第２８号 

平成２７年９月２８日条例第４０号 

平成２７年１２月１７日条例第４３号 

平成２８年９月２３日条例第４１号 

平成３０年９月２８日条例第３４号 

平成３０年１２月２５日条例第４４号 

（目的） 

第１条 この条例は、障がい者が地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第

７項の規定により利用させる行政財産及び同法第２４４条の規定による公の施設（以下「公

の施設」という。）を利用する場合の使用料又は利用料金を免除することにより、障がい

者の公の施設の利用の増進を図り、もって障がい者の社会参加の促進に資することを目的

とする。 

（使用料又は利用料金の免除） 

第２条 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条に規定する障がい者のうち次に掲

げる者（以下「免除対象障がい者」という。）及び当該免除対象障がい者の介護のため現

に同伴する者のうち規則で定める者（その者が２人以上いるときは、１人に限る。以下「免

除対象介護者」という。）が別表の左欄に掲げる公の施設を利用するときは、当該公の施

設に係る条例の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる使用料又は利用料金を全
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額免除する。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体障

害者手帳の交付を受けている者 

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第

２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

２ 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、当該使用料又は利用料金は、免除し

ない。 

(1) 営利又は営業上の目的で公の施設を利用する場合 

(2) 当該公の施設の利用が貸切利用の場合において、免除対象障がい者が当該公の施設を

利用する者（免除対象介護者を除く。）の半数に満たないとき。 

（市長による管理） 

第３条 別表の左欄に掲げる公の施設のうち、当該施設の管理を市長が行う必要が生じた場

合は、同表右欄に掲げる利用料金を使用料と読み替えするものとする。 

（委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１月１日から施行する。ただし、別表ハートランドはらまちの

項中「第６条に規定する使用料」を「第７条に規定する利用料金」に改める改正規定は、

平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の原町市障害者の利用に係る公の施設の使用

料又は利用料金の免除に関する条例（平成８年原町市条例第４号）の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１９年条例第２号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第４号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、第１３条の規定は公布の日から、

第１４条、第１５条及び第１６条の規定は地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法

律第５３号）附則第１条第２号に掲げる規定のうち地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３８条の４の改正規定の施行の日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第１８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第３０号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 
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附 則（平成１９年条例第３１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第３７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第３８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第３９号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第４０号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第５６号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年条例第３２号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第２８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２８日条例第１１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２０日条例第３９号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２７日条例第２１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年８月８日条例第３５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年９月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日条例第１４号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２６年６月３０日条例第１８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成２６年９月３０日条例第２８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成２７年９月２８日条例第４０号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成２７年１２月１７日条例第４３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成２８年９月２３日条例第４１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年１０月１５日から施行する。（後略） 

附 則（平成３０年９月２８日条例第３４号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１２月２５日条例第４４号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第２条、第３条関係） 

公の施設（名称） 使用料又は利用料金 

小学校及び中学校の多目的ホール、屋内運

動場及び校庭 

南相馬市公の施設等の使用に関する条例（平成１

８年南相馬市条例第９０号）第３条に規定する使

用料 児童館の事務室以外の室 

老人福祉センター 南相馬市老人福祉センター設置条例（平成１８年

南相馬市条例第１１７号）第２１条に規定する利

用料金 

保健センター 南相馬市保健センター条例（平成１８年南相馬市

条例第１２９号）第７条に規定する使用料 

南相馬市小高保健福祉センター 南相馬市小高保健福祉センター条例（平成１８年

南相馬市条例第１３０号）第８条に規定する使用

料 

北泉海浜総合公園の有料公園施設（宿泊施

設を除く。） 

南相馬市都市公園条例（平成１８年南相馬市条例

第１４６号）第１１条に規定する使用料 

南相馬市労働福祉会館 南相馬市労働福祉会館条例（平成１８年南相馬市

条例第１５２号）第２３条に規定する利用料金 
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ふれあいハウス及び村上キャンプ場 南相馬市ふれあいハウス及び村上キャンプ場条

例（平成１８年南相馬市条例第１５４号）第２２

条に規定する利用料金 

南相馬市就業改善センター 南相馬市就業改善センター条例（平成１８年南相

馬市条例第１６５号）第６条に規定する使用料 

南相馬市鹿島農村環境改善センター（万葉

ふれあいセンター） 

南相馬市鹿島農村環境改善センター設置及び管

理に関する条例（平成１８年南相馬市条例第１７

６号）第５条に規定する使用料 

生涯学習センター 南相馬市生涯学習センター条例（平成１８年南相

馬市条例第１９５号）第８条に規定する使用料 

小高体育センター 南相馬市スポーツ施設条例（平成１８年南相馬市

条例第１９９号）第２１条に規定する利用料金 小高東部運動場 

小高中部運動場 

小高西部運動場 

小高片草運動場テニスコート 

鹿島体育館 

千倉体育館 

前川原体育館 

千倉グラウンド 

前川原グラウンド 

千倉テニスコート 

みちのく鹿島球場 

南相馬市パークゴルフ場 

雲雀ヶ原陸上競技場 

夜の森公園テニスコート 

南相馬市テニスコート 

南相馬市弓道場 

南相馬市野球場 

南相馬市民プール 

南相馬屋内市民プール 

小川町体育館 

南相馬市サッカー場 

北新田運動場 

北新田野球場 

南相馬市相撲場 

栄町柔剣道場 

南相馬市鹿島生涯学習センター 南相馬市生涯学習センター条例（平成１８年南相

馬市条例第１９５号）第８条に規定する使用料 
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南相馬市スポーツセンター 南相馬市スポーツセンター条例（平成１８年南相

馬市条例第２０１号）第２１条に規定する利用料

金 

南相馬市馬事公苑（宿泊施設を除く。） 南相馬市馬事公苑条例（平成１８年南相馬市条例

第２０２号）第２０条に規定する利用料金 

南相馬市立博物館 南相馬市立博物館条例（平成１８年南相馬市条例

第２０３号）第４条に規定する観覧料 

南相馬市鹿島B＆G海洋センター 南相馬市鹿島B＆G海洋センター条例（平成１８年

南相馬市条例第２０８号）第２１条に規定する利

用料金 

野馬追通り銘醸館 南相馬市野馬追通り銘醸館条例（平成１８年南相

馬市条例第２３７号）第２０条に規定する利用料

金 

南相馬市牛島パークゴルフ場 南相馬市牛島パークゴルフ場条例（平成１９年南

相馬市条例第１８号）第７条に規定する使用料 

道の駅南相馬 南相馬市道の駅条例（平成１９年南相馬市条例第

２号）第２０条に規定する利用料金 

南相馬市民情報交流センター 南相馬市民情報交流センター条例（平成２１年南

相馬市条例第３２号）第１２条に規定する使用料 

南相馬市大町地域交流センター 南相馬市大町地域交流センター条例（平成２６年

南相馬市条例第１４号）第１２条に規定する使用

料 

南相馬市かしま交流センター 南相馬市かしま交流センター条例（平成２６年南

相馬市条例第１８号）第２３条に規定する利用料

金 

南相馬市サービスエリア利活用拠点施設 南相馬市サービスエリア利活用拠点施設条例（平

成２６年南相馬市条例第２８号）第２４条に規定

する利用料金 

真野交流センター 南相馬市真野交流センター条例（平成２７年南相

馬市条例第４３号）第２３条に規定する利用料金 

南相馬市小高区復興拠点施設 南相馬市小高区復興拠点施設条例（平成３０年南

相馬市条例第３４号）第２５条に規定する利用料

金 

 




